
平成２５年度 

幕別町住宅用太陽光発電システム導入補助金 

予 約 申 請 要 領 

 

幕別町では、環境保全と地球温暖化の防止のため、住宅用太陽光発電システム（以下「発電シス

テム」といいます。）の普及を図ることを目的に、発電システムを新たに設置する方に対して、費用

の一部を補助します。 

発電システムとは、住宅又は店舗等を兼用する住宅（以下「住宅等」といいます。）に設置する、

太陽光により発電した電気を利用する一連の設備です。 

 お申し込みされた方の中から、補助予定者を決定しますので、以下の申込要件を参照されて、別

紙「平成２５年度幕別町住宅用太陽光発電システム導入補助金予約申請書」によりお申し込みくだ

さい。 

 

１ 補助件数 

   ７０件 

 

２ 予約申請受付期間 平成２５年４月１５日（月）～１２月２７日（金） 

   ※先着順に決定します。なお予約申請期間内であっても補助件数に達した時点で受付を終了

し、その後は補欠者として登録し、補助決定者からの辞退届があった場合等補助件数に満た

なくなった場合にご連絡させていただきます。 

 

３ 「平成２５年度幕別町住宅用太陽光発電システム導入補助金予約申請書」の提出先 

   次のいずれかの窓口に提出してください。 

・ 幕別町役場町民課環境衛生係（役場１階） 

・ 忠類総合支所地域振興課 

・ 札内支所 

・ 糠内出張所 

 

４ 補助対象となる要件 

（１）補助の対象となる方（次のいずれにも該当する方が対象となります） 

① 町内に住所を有する方（補助事業実績報告書提出時までに町内に住所を有する予定の方

を含む）で、自ら居住する住宅等に発電システムを設置する方。 

ただし、借地、借家等に居住している方が設置する場合は、当該所有者の承諾を得てい

ることが必要となります。 

② 補助金交付決定後に設置工事を着工できる方で、平成２６年２月２８日（金）までに発

電システムの設置工事等を完了し補助事業実績報告書を提出できる方。 

③ 申し込みされる方ご本人及び申し込みされる方の同居の家族が町税を滞納していないこ



と。（他の市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村の税金を滞納していないこと。） 

④ 発電システムの設置後、その翌年から起算して３年を経過することとなるまで、その利

用状況等について町長に報告することができる方。 

※農業者の方で、野立て方式で太陽光発電システムの設置を検討されている場合は、事前

に農業委員会に設置場所について確認をお願いします。（設置場所によっては別途手続きが

必要な場合があります。） 

 

 

 

（２）補助対象の設備 

① 未使用の設備。（中古品は対象外） 

② 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結する設備。 

 

５ 補助金の額 

  発電システムの出力値３ｋＷまでの部分に１ｋＷ当たり４万円、３ｋＷを超える部分に１ｋＷ

当たり３万円で計算した額。１５万円を限度とします。 

 

 

 

※詳しくお知りになりたい方は、下記へご連絡ください。 

 

（連絡先） 

幕別町民生部町民課環境衛生係 

電 話  ０１５５－５４－６６０１ 

 


